
令和８年度生活相談事業実施要領

１ 目的

教職員が抱えている法律に関する諸問題の解決のため、秋田弁護士会が実施する法律相

談に係る費用を負担することにより、早期解決と仕事に専念できる環境づくりを図る。

２ 実施主体

公立学校共済組合秋田支部

３ 補助対象者

公立学校共済組合秋田支部の組合員及びその被扶養者

４ 補助対象

補助対象となる相談事業は、秋田弁護士会で実施している法律相談に限る。

５ 補助の内容

秋田弁護士会の実施する法律相談を利用した場合に、その相談料を補助する。（注：相

談は１回３０分以内。事件の依頼は自己負担とする。）

６ 実施機関

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

７ 補助額

１回あたり５，５００円

８ 実施方法

・相談を受けようとする組合員およびその被扶養者（以下「相談者」という。）は秋田弁

護士会へ申し込みをする。

・秋田弁護士会は日程等調整し、相談者へ面談日時と相談場所を通知する。

・相談者は面談当日、生活相談利用券を持参し、次のいずれかを提示して面談を受ける。

一 「マイナポータルの資格情報画面」

二 「資格確認証」

・秋田支部は秋田弁護士会からの請求書（別紙実施内訳書・利用券添付）により実績を確

認し、補助額を秋田弁護士会に支払う。

※利用券は広報誌はぴぃらいふ（７月、１１月、３月発行）に掲載の利用券を切り取って

持参するか、公立学校共済秋田支部ホームページ内の組合員専用ページに掲載の利用券

をカラー印刷して持参してください。


